
 

令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 町は、空き店舗及び空き家（以下「空き店舗等」という。）の利用を通じてまちのに

ぎわいを創出するとともに、魅力ある商工業の振興及び商店街の活性化などの地域経済

の発展を促進することを目的に、町内の空き店舗・空き家等を活用して新たに出店する

者（以下「出店者」という。）に対し、予算の範囲内において令和８年度野辺地町空き店

舗・空き家活用事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に

ついては、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和５６年野辺地町規則第２号)に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）空き店舗 過去に営業していた実績があり、１月以上営業が行われていない店舗（大

規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に規定する大規模小売

店舗内のものを除く。）をいう。この場合において、イベント等による短期利用は、営

業が行われていない状態であるとみなす。 

（２）空き家 居住を目的として建築した一戸建て住宅又は併用住宅で、現在居住者がい

ないことが確認できるものをいう。 

（３）商業地域 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定す

る町内の商業地域及び近隣商業地域をいう。 

 

 （補助対象事業） 

第３ 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、空き店舗等の改修を行

う事業とし、他の補助金等の交付を受けた場合はその額を控除した後の額を補助対象経

費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業を実施する目的で改修する場合

は対象とならない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

に規定する風俗営業 

（２）公序良俗に反する事業 

（３）宗教的または政治的な活動を目的とする事業 

（４）その他町長が不適当であると認める事業 

 

 （補助対象者） 

第４ 補助金の交付の対象となる出店者は、次に掲げる要件の全てを満たす個人、法人又

は団体、町内の商店街団体とする。 

（１）出店に係る事業を継続的に実施することが見込まれること。 

（２）空き店舗等の所有者と出店者との関係が別表１に掲げる要件を満たしていること。 

（３）空き店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要で

あるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがある

こと。 



 

（４）空き店舗等で行う事業が、１週間に概ね５日以上できるものであること。 

（５）町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗が第

２第１号に規定する空き店舗の状態とならないこと。ただし、やむを得ない事情があ

る場合はこの限りでない。 

（６）野辺地町暴力団排除措置要綱（平成２４年野辺地町訓令甲第３号）第２条第１号に

規定する暴力団及び同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

 (７) 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水

道料金、保育料及び学校給食費等（以下「町税等」という。）の滞納がないこと。 

２ 補助金の交付を受けようとする出店者は、町が前項に規定する要件を満たすか確認す

るために暴力団員等でないこと及び町税等の滞納がないことを関係機関へ照会すること

に同意したものとする。 

 

 （補助対象経費、補助金額及び補助事業期間） 

第５ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金額は、別表２

のとおりとする。ただし、他の補助金等の交付を受けていた場合はその額を控除した後

の額とする。 

２ 店舗兼住宅の場合は店舗に使用する部分にかかる経費を対象とする。 

３ 補助事業の期間は、この要綱の施行の日から令和９年３月３１日までとする。 

 

 （補助金の交付の申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする出店者（以下「交付申請者」という。）は、補助金交

付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）店舗の位置図及び平面図 

（３）空き店舗等を購入する場合にあっては、当該空き店舗等に係る売買契約書の写し 

（４）空き店舗等を賃借する場合にあっては、当該空き店舗等に係る賃貸借契約書の写し 

（５）店舗改修費の内訳が分かる見積書の写し 

（６）店舗改修前の店舗外観及び内観の写真 

（７）交付申請者が個人の場合は、住所が確認できる書類の写し 

（８）交付申請者が法人、団体または町内の商店街団体の場合は、定款、商業登記簿謄本

又はこれに準ずる書類の写し 

（９）その他町長が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付決定） 

第７ 町長は、第６に規定する補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、

補助金の交付を適当と認めるときは、補助金交付決定通知書（様式第３号）により交付

申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、第６の補助金交付申請書を受理した後、補助金の交付を不適当と認めるとき

は、その旨を交付申請者に通知するものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第８ 第７に規定する補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）



 

は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、当該通知を受けた日から起算して１０日を経過した日までに、書面により申請の取

下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は

なかったものとみなす。 

 

 （決定内容の変更等） 

第９ 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において、事業の内容を変更し、

又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ事業変更（中止）承認申請書（様式第

４号）を町長に提出し、承認を得なければならない。 

２ 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。 

 

 （遂行状況報告） 

第１０ 補助事業者は、町長から事業の遂行状況の報告を求められたときは、町長が別に

定めるところにより当該報告をしなければならない。 

 

 （交付事業の遂行等の命令） 

第１１ 町長は、補助事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されて

いないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきこと

を命ずることができる。 

２ 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該事業等

の遂行の一時停止を命ずることができる。  

 

（実績報告） 

第１２ 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して３０日

を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日ま

でに、町長に対し、事業実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて提出しな

ければならない。 

（１）収支決算書（様式第６号） 

（２）補助対象経費の契約書、請求書及び領収書等の支払を証する書類の写し 

（３）操業開始届出書又は営業を開始したことが証明できる書類 

（４）店舗改修後の店舗外観及び内観の写真（改修前と比較できること） 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

 （補助金の額の確定） 

第１３ 町長は、第１２に規定する実績報告書が提出されたときは、当該報告に係る書類

の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該事業の成果が交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、

交付額確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の交付の方法） 

第１４ 町長は、第１３の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支



 

払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定額の１０分の

７を限度として概算払をすることができるものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金（概

算払）請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

 

 （是正のための措置） 

第１５ 町長は、第１２の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が

交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助

事業者に対し、当該内容等に適合させるための措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１６ 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）この要綱の規定に違反したとき。 

（２）補助金を補助対象事業又は補助対象経費以外の用途に使用したとき。 

（３）交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

（４）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるも

のとする。 

３ 町長は、補助金の返還を命じ、これを補助事業者が納期限までに納付しなかったとき

は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき年１０．９５

パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命ずるものとする。 

４ 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全

部若しくは一部を免除することができるものとする。 

５ この規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

 

 （補助金の返還命令） 

第１７ 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を付してその

額の返還を命ずるものとする。 

 

 （補助金の経理） 

第１８ 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完

了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

 （補助事業の検査） 

第１９ 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事

業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 



 

 

 （財産の処分の制限等） 

第２０ 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下「取

得財産等」という。）のうち、取得価格の単価又は効用の増加価格が５０万円以上のもの

について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。た

だし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定め

る耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。 

２ 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、

その収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。 

３ 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても、善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなけ

ればならない。 

 

 （その他）  

第２１ この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



 

別表１（第４関係） 

区分 
対象範囲 

空き店舗等の所有者 出店者 

法人  個人  １ 出店者と空き店舗等を所有する法人の

代表者が、同一人又は同居の親族（配偶

者又は２親等以内の血族若しくは姻族を

いう。以下同じ。）でないこと。 

２ 出店者と空き店舗等を所有する法人が

雇用関係にないこと。 

法人  １ 出店者である法人の代表者と空き店舗

等を所有する法人の代表者が、同一人又

は同居の親族でないこと。 

２ 所有法人と出店者の代表取締役が雇用

関係にないこと。 

団体または町内の商

店街団体 

１ 出店者である団体の代表者と空き店舗

等を所有する法人の代表者が、同一人又

は同居の親族でないこと。 

２ 所有法人と出店者の代表が雇用関係に

ないこと。 

個人  個人  １ 出店者と空き店舗等の所有者が、同一

人又は同居の親族でないこと。 

２ 出店者と空き店舗等の所有者が雇用関

係にないこと。 

法人  １ 出店者である法人の代表者と空き店舗

等の所有者が、同一人又は同居の親族で

ないこと。 

２ 出店者である法人の代表者と空き店舗

等の所有者が雇用関係にないこと。 

団体または町内の商

店街団体 

１ 出店者である団体の代表者と空き店舗

等の所有者が、同一人又は同居の親族で

ないこと。 

２ 出店者である団体の代表者と空き店舗

等の所有者が雇用関係にないこと。 

 



 

別表第２（第５関係） 

補助対象経費 補助率 交付限度額 

内装工事、外装工事、給排水衛生設備

工事、空調設備工事、サイン（看板）

工事、電気工事、その他町長が適当と

認めた工事及び設計に要する経費（町

内業者に発注したものであり、当該空

き店舗等において行う事業に必要な範

囲内のものに限る。ただし、町内業者

が扱っていないものに関しては、町外

業者への発注も認める。） 

当該補助対象経費の

３分の２以内 

商業地域内の空き店舗

等の場合：60万円 

商業地域外の空き店舗

等の場合：30万円 

※備考 

（１）いずれも、令和９年３月３１日までに支払いが完了する経費を補助の対象とする。 

（２）補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 



 

様式第１号（第６関係） 

 

                            年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付申請書 

 

 令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金の交付を受けたいので、令和８年

度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱第６の規定により関係書類を添えて

申請します。 

 

記 
 

１ 事業内容 

空き店舗等の所在地 野辺地町字 

 用 途 地 域 □ 商業地域  □ 左記以外   ※該当する区分に☑ 

改修工事予定期間      年   月   日から     年   月   日まで 

改 修 工 事 費             円（補助対象経費総額） 

改 修 工 事 内 容 

 

 

 

 

２ 補助金交付申請額            円（千円未満切り捨て） 

 

３ 添付書類 

（１）事業計画書（様式第２号）またはこれに準ずる書類 

（２）空き店舗等の位置図及び平面図 

（３）空き店舗等を購入する場合にあっては、当該空き店舗等に係る売買契約書の写し 

（４）空き店舗等を賃借する場合にあっては、当該空き店舗等に係る賃貸借契約書の写し 

（５）店舗改修費の内訳が分かる見積書等の写し 

（６）店舗改修前の店舗外観及び内観の写真 

（７）申請者が個人の場合は、申請者の住所が確認できる書類の写し 

（８）申請者が法人、団体または町内の商店街団体の場合は、定款、商業登記簿謄本又は

これに準ずる書類の写し 

（９）その他町長が必要と認める書類



 

様式第２号（第６関係） 

 

事業計画書 

１．事業の概要 

交 付 

申請者 

氏  名  

生年月日  

住  所  

電  話  

店 舗 

名  称  

所 在 地 野辺地町字 

電   話  

定 休 日  

営 業 時 間  

開業予定日       年   月   日 

事 業 内 容 

（取扱商品・サービス内容等） 

 

 

 

 

資本金又は 

出資金の額 
          千円 

従 業 者 数           人 

特 記 事 項  

 

空き店舗等 

所 有 者 

住 所  

氏 名  

賃貸借（購入） 

契約日 
      年   月   日 

 

 

 



 

 

 

２．事業の特徴 

事業のテーマ 

（なるべく一言で） 

 

 

事業コンセプト 

○誰に（顧客ターゲット・ニーズ） 

 

○何を（商品・サービス、顧客価値） 

 

○どのようにして（提供方法・ノウハウ・技術・価格など） 

 

強み、市場性 

 

独自性、実現性 

 

 



 

３．資金計画書 

 必要な資金 金 額 調達の方法 金 額 

設
備
資
金 

店舗、工場、機械、備品、車両など 

（内訳） 

 

 

万円 
自己資金  

万円 

親、兄弟姉妹、知人、友人等からの借入 

（内訳・返済方法） 

 

万円 

運
転
資
金 

商品仕入、経費支払資金など 

（内訳） 

 

 

万円 金融機関からの借入等 

（内訳・返済方法） 

 

万円 

合 計  万円 合 計  万円 

 



 

４．損益計画書 

※枠が足りない場合は適宜追加してください。 

 １年目 ２年目 ３年目 

売上高  ① 

１  万円  万円  万円 

２  万円  万円  万円 

３  万円  万円  万円 

４  万円  万円  万円 

計  万円  万円  万円 

売上原価 ② 

（仕入高） 

１  万円  万円  万円 

２  万円  万円  万円 

３  万円  万円  万円 

４  万円  万円  万円 

計  万円  万円  万円 

経 

費 

人件費（注）  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

  万円  万円  万円 

合計 ③  万円  万円  万円 

利 益 

① － ② － ③ 
 万円  万円  万円 

（注）個人事業主の場合、事業主分は含めません。 

売上高、売上原価（仕入高）、経費を計算された根拠を記入してください。 

 



 

様式第３号（第７関係） 

 

  第     号 

  年  月  日 

 

           様 

 

                          野辺地町長        □印  

 

令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定した

ので、令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱第７の規定により通

知します。 

 

記 

 

１ 店舗所在地      野辺地町字 

 

２ 補助対象金額              円 

 

３ 補助金交付決定額            円 

 

 

 

交付条件 

（１）補助事業の内容、経費の配分若しくは事業計画等に変更があるとき、又は補助事業

を中止するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難となったときは、速や

かに町長に報告してその指示を受けること。 

（３）補助事業の実施にあたっては、その経理が明らかとなる帳簿等を作成するとともに、

見積書、契約書、請求書及び領収書等の支払証拠書類のほか、施工状況が分かる写真

を保管しておくこと。 

（４）前各号に掲げるもののほか、令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金

交付要綱の規定を遵守すること。 

 



 

様式第４号（第９関係） 

 

                            年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金事業変更（中止）承認申請書 

 

    年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定の通知を受けた補助事業

について、下記のとおり変更（中止）したいので、令和８年度野辺地町空き店舗・空き家

活用事業補助金交付要綱第９第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 店舗所在地       野辺地町字 

 

２ 変更（中止）の理由 

 

３ 変更（中止）する内容 

 

 



 

様式第５号（第１２関係） 

 

年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金事業実績報告書 

 

    年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定の通知を受けた補助事業

が完了したので、令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱第１２の

規定により関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 店舗名称 

 

２ 店舗所在地       野辺地町字 

 

３ 補助金交付決定通知額             円 

 

４ 補助事業の実施期間  着手：     年   月   日 

             完了：     年   月   日 

 

５ 補助対象経費精算額              円 

 

６ 添付書類 

（１）収支決算書（様式第６号）またはこれに準ずる書類 

（２）契約書、請求書及び領収書等の支払を証する書類の写し 

（３）操業開始届出書又は営業を開始したことが証明できる書類 

（４）店舗改修後の店舗外観及び内観の写真（改修前と比較できること） 

（５）その他 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第６号（第１２関係） 

 

収支決算書 

１ 収 入                              (単位：円) 

項 目 決算額 備 考 

町補助金 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

計   

 

１ 支 出                              (単位：円) 

項 目 決算額 
財  源 

備 考 
町 費 その他 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

計   
 

 

備 考 

１ 収入の備考欄には、決算額の積算内訳を記入してください。 



 

様式第７号(第１３関係) 

 

  第     号 

  年  月  日 

 

           様 

 

                          野辺地町長        □印  

 

令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付額確定通知書 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった補助事業に係る交付額について、次のと

おり確定したので、令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱第１３

の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 店舗名称 

 

２ 店舗所在地   野辺地町字 

 

３ 補助対象金額             円 

 

４ 補助金交付額             円 

 

 



 

様式第８号（第１４関係） 

 

年  月  日 

 

野辺地町長        宛 

 

                    申請者 所在地（住所） 

                        団体等の名称 

                        代表者氏名           

 

令和８年度野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金（概算払）請求書 

 

    年  月  日付け   第  号で補助金の交付決定の通知を受けた補助事業

について、補助金の（概算払）交付を受けたいので、令和８年度野辺地町空き店舗・空き

家活用事業補助金交付要綱第１４第２項の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額   金         円 

 

２ 請求額の内訳 

補助金確定額（概算払のときは、交付決定額） 円 

既 受 領 額 円 

今回請求額 円 

残   額 円 

 

３ 概算払を受ける理由（概算払請求時） 

 

４ 振込先 

金融機関名・本支店名  

預 金 種 別  口 座 番 号  

口座名義人              （フリガナ） 

  （注）振込先金融機関の通帳の写しなど、口座番号及び口座名義人（フリガナ）が確認

できるものを添付すること。 

 


